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■ 現行の国家貿易制度を維持するとともに、枠外税率（米の場合341円/kg）を維持し
た上で、米国、豪州にSBS方式※の国別枠を設定。（国別枠は、米と米粉等の国貿品
目を対象として一体的に運用。）

※注：SBS方式とは、国家貿易の下で、輸入業者と国内の実需者との実質的な直接取引を可能とする売買方式。

米及び米粉等の国家貿易品目

(注)※1 国内の需要動向に即した輸入や実需者との実質的な直接取引を促進するため、我が国は、既存のWTO
枠のミニマムアクセスの運用について見直しを行うこととし、既存の一般輸入の一部について、中粒種・加
工用に限定したSBS方式（6万トン）へ変更する予定。

※2 円滑な入札手続を行うため、透明性向上の観点から、SBSの運用方法の一部について、技術的な変更を
行う予定。

米の調製品・加工品等（民間貿易品目）

■ 一定の輸入がある品目等は、関税を５～25%削減。（合計13品目）
・米粉調製品（加糖）：23.8％→17.8％(▲25％・6年目)［TPP参加国からの輸入量：約１万６千トン(2011～13年平均)］
・米粉調製品（無糖）：16.0％→13.6％(▲15％・4年目)［TPP参加国からの輸入量：約４千トン(2011～13年平均)］
・その他11品目 ：▲5％の即時削減

■ 輸入量が少ない又は関税率が低い品目等は、関税を削減・撤廃。（合計16品目）
・穀物加工品（粟粥等）：21.3％→5.3％(▲75％・6年目)［TPP参加国からの輸入量：約130トン（2011～13年平均）］
・その他15品目：0～11年目で関税撤廃

既存のSBS枠 10万トン
（品種・用途限定なし）

既存のWTO枠（77万トン）

既存のSBS枠 10万トン
（品種・用途限定なし）

既存のWTO枠（77万トン）

既存の一般輸入

加工用に販売する他、飼
料用・援助用等に活用

既存の一般輸入

加工用に販売する他、飼
料用・援助用等に活用

※2

※1

米国枠：５万ｔ（当初３年維持）
→ ７万ｔ（13年目以降）

国別枠（SBS枠）

豪州枠：0.6万ｔ（当初３年維持）
→ 0.84万ｔ（13年目以降）

※2

米



〇 米は、国民の主要食糧の一つであり、国内における米の安定的な生産とその継続を確保するため、WTO協定で約束したミニマ
ム・アクセスを超える数量について、高い二次税率によりその輸入（枠外輸入）を抑制するとともに、ミニマム・アクセス米（枠内輸
入）については、国家貿易を通じて国が輸入差益を徴収しつつ、用途に応じた売渡し管理を行っている。

国内生産量（水稲） 主な生産地（2013年産、水陸稲）

8,603千玄米㌧
（生産量ｼｪｱ）

うち主食用
8,182千玄米㌧

新潟県
（8%）

北海道
（7%）

秋田県
（6%）

【生産量】

出典：作物統計

輸入量 主な輸入先国（2013年度）

77万玄米㌧
（輸入量ｼｪｱ）

米国
（47%）

タイ
（46%）

豪州
（5%）

【輸入量】

（注）輸入量は、ミニマム・アクセス米の2013年度の輸入契約数量。

【価格】

価格の推移（円/精米kg）

年 2009 2010 2011 2012 2013

国内価格 251 220 264 286 246

国際価格 101 69 67 63 72
出典：農林水産省「米をめぐる関係資料」
（注１）国内価格は、相対取引価格の年産平均から消費税等を含まない価格を

試算したものであり、玄米の価格を精米換算したもの。 （年産ベース）
（注２）国際価格は、カリフォルニア州産短粒種の現地精米所出荷価格（暦年

ベース）

関税率（〔 〕は従価税換算値） 国境措置の概要

一次税率
無税

二次税率
341円/kg
〔778％〕※

○ 枠内

・国家貿易によるミニマム・アクセス（Ｍ
Ａ）米の輸入（輸入差益の徴収）

○ 枠外
・高水準の関税

【国境措置】

（※ＷＴＯ農業交渉上の換算値）

輸入差益
上限

292円/kg

約７７万玄米トン／年

枠内輸入（ＭＡ米）
（国家貿易（一元輸入））

価格

二次税率
341円/㎏（※）

政府売渡価格

輸入差益

（292円/kgを上限）

輸入価格 輸入数量

枠外輸入
（民間貿易）

※従価税換算値：778％（精米）
（注）ＷＴＯ農業交渉（’00～）において、

非従価税の関税削減幅を決定するため
に、基準時（’99-’01）の輸入価格及び国
際価格を基に算出された数値。

（一次税率：0円/kg）

約0.1～0.2千トン／年

米



各国の対日関税に関するＴＰＰ交渉結果（コメ・コメ加工品関係）

国名 米国 カナダ 豪州 メキシコ マレーシア

現行
↓

交渉結果

3ｾﾝﾄ/ﾘｯﾄﾙ
↓

即時撤廃

2.82～12.95ｾﾝ
ﾄ/ﾘｯﾄﾙ

↓
即時撤廃

5％
[無税]
↓

即時撤廃

20％
[無税]
↓

即時撤廃

25.50ﾏﾚｰｼｱﾘﾝｷﾞｯﾄ
per 100% vol. /ﾘｯﾄﾙ

↓
16年目撤廃

シンガポール チリ ペルー NZ ベトナム ブルネイ

（無税）

6％
[無税]
↓

即時撤廃

9％
[無税]
↓

6年目撤廃

（無税）

59％
[23.6％]

↓
3年目撤廃

（無税）

国名 米国 カナダ 豪州 メキシコ マレーシア

現行
↓

交渉結果

1.4ｾﾝﾄ/kg
↓

5年目撤廃
（無税） （無税）

20%
↓

10年目撤廃

40%
↓

11年目撤廃

シンガポール チリ ペルー ＮＺ ベトナム ブルネイ

（無税）
6%
↓

8年目撤廃

0%+従量税
↓

従量税維持
（無税）

40%
[22.5%]

↓
即時撤廃

（無税）

（１）コメ（精米）

（参考）輸出戦略上の位置づけ

１．重点品目
コメ、コメ加工品（米菓）、即席麺

２．重点地域 等
【コメ】
台湾、豪州、ＥＵ、ロシア、中国、米国、香港、シンガポール 等

【米菓】
中東、中国、ＥＵ、台湾、香港、シンガポール、米国

【日本酒】
ＥＵ、台湾、中国、ブラジル、ロシア、韓国、米国、香港

３．2020年までの目標（コメ・コメ加工品）
600億円（日本酒含む）

国名 米国 カナダ 豪州 メキシコ マレーシア

現行
↓

交渉結果

無税～4.5%
↓

即時撤廃

2％～
5.42ｾﾝﾄ/kg + 4%

↓
即時又は

11年目撤廃

5％
[無税]
↓

即時撤廃

10％
[無税]
↓

即時撤廃

無税又は6％
[無税]
↓

即時撤廃

シンガポール チリ ペルー NZ ベトナム ブルネイ

（無税）
6％
↓

即時撤廃
（無税）

5％
↓

2年目撤廃

20～30％
[14.6%]

↓
4年目撤廃

（無税）

（２）米菓

注： 「現行」はTPP交渉のベースとなった2010年1月1日時点
の税率。[ ]内は、現時点（2015年4月現在）のＥＰＡ税率。

（３）日本酒

年 2012 2013 2014 主な輸出先

世界 12,574 15,041 16,879
米国、香港、台湾、韓
国、シンガポール、中国

うちＴＰＰ 5,512 6,512 7,155 米国、シンガポール

世界 726 1,030 1,428
香港、シンガポール、台湾、
中国

うちＴＰＰ 267 410 498 シンガポール、豪州、米国

世界 2,902 3,487 3,944
台湾、香港、米国、シンガ
ポール、韓国

うちＴＰＰ 923 1,019 1,061 米国、シンガポール、豪州

世界 8,946 10,524 11,507
米国、香港、韓国、中国、
台湾

うちＴＰＰ 4,322 5,083 5,596 米国、シンガポール、カナダ

コメ

米菓

日本酒

コメ・コメ加工品

直近３年の輸出額 個別品目の交渉結果

単位：百万円



（輸入価格）

小麦

マークアップ

 現行の国家貿易制度を維持するとともに、枠外税率（55円/kg）を維持。

 既存のＷＴＯ枠に加え、米国、豪州、カナダに国別枠を新設（国家貿易・SBS方式）。新

設枠の数量は、７年目まで拡大。

 既存のＷＴＯ枠内のマークアップ（政府が輸入する際に徴収している差益）を９年目まで

に45％削減し、新設する国別枠内のマークアップも同じ水準に設定。国別枠内に限り、

主要５銘柄以外の小麦を輸入する場合にはマークアップを９年目までに50％削減した水

準に設定。

発効時 ７年目

発効時
米： 11.4万ｔ
加： 4.0万ｔ
豪： 3.8万t

７年目
米： 15万t
加： 5.3万ｔ
豪： 5.0万ｔ

枠数量

▲45％

発効時 ９年目

TPP参加国 米国 カナダ 豪州

543万t 310万t 135万t 98万t

既存のＷＴＯ枠数量：574万ｔ

出典：貿易統計
小麦製品の例

税率 枠数量
輸入量（2011-2013平均）

TPP参加国 世界

いった小麦、小麦粉等
（国家貿易品目）

枠内即時無税+ﾏｰｸｱｯﾌﾟ
（枠外税率は維持）

(発効時)      (６年目)
12.5千㌧→17.5千㌧

0.6千㌧ 3.7千㌧

ベーカリー製品製造用
小麦粉調製品

枠内即時無税
（枠外税率は維持）

(発効時)  (６年目)
17.3千㌧→20千㌧

17千㌧ 41千㌧

その他小麦粉調製品
枠内即時無税

（枠外税率は維持）
(発効時)  (６年目)
15千㌧→22.5千㌧

24千㌧ 69千㌧

マカロニ、スパゲティ ９年目までに60％削減 － 22千㌧ 136千㌧

ビスケット ６年目に無税 － 8千㌧ 21千㌧

食糧用小麦(粒)の輸入量(2011～2013平均)

出典：貿易統計

飼料用小麦：

現在は、国家貿易制度により輸入し、政府管理経

費相当のマークアップを徴収（輸入量約50万㌧）

食糧用への横流れ防止措置を講じた上でマーク

アップを徴収しない民間貿易に移行

米
国 カ

ナ
ダ

豪
州

米
国

カ
ナ
ダ

豪
州



小麦

関税率(〔 〕は従価税換算値) 国境措置の概要

一次税率
無税

二次税率
55円/kg
〔252%〕※

○ 枠内
・カレント・アクセス数量（574万トン）
・国家貿易（輸入差益の徴収）

○ 枠外
高水準の関税

国内生産量 主な生産地（2013年産）

812千㌧
（生産量ｼｪｱ）

北海道
（66%）

福岡県
（6%）

佐賀県
（4%）

輸入量 主な輸入先国（2013年度）

4,853千㌧
（輸入量ｼｪｱ）

米国
（50%）

カナダ
（33%）

豪州
（17%）

輸入差益上限
45.20円/kg

【生産量】 【国境措置】

（※ＷＴＯ農業交渉上の換算値）

輸入量 主な輸入先国（2013年度）

779千㌧
（輸入量ｼｪｱ）

米国
（51%）

ウクライナ
（34%）

ルーマニア
（6%）

（飼料用）

出典：作物統計

出典：貿易統計

出典：貿易統計

【輸入量】

【価格】

価格の推移（円/kg）

年度 2010 2011 2012 2013 2014

国内価格 52.6 46.4 55.6 47.0 47.0

国際価格 28.4 34.4 31.8 36.3 37.6

国内価格：国内産小麦の落札価格（加重平均）（税抜き）。
国際価格：食糧用小麦のCIF平均単価（貿易統計）。

（食糧用）

○ 小麦は、国民の主要食糧の一つであるとともに、水田作地帯における転作作物、北関東・北九州等の水田営農における裏作
作物、北海道の大規模畑作経営における輪作作物として、我が国の土地利用型農業の重要な作物であり、一定の国内生産を確
保する必要がある。

○ このため、高い二次税率により枠外輸入を抑制するとともに、枠内輸入については国家貿易を通じて国が輸入を一元的に行う
ことで、外国産の無秩序な流入を防いでいる。

政府売渡価格

(2013年度)
0.16万㌧

（カレントアクセス数量は574万㌧）

二次税率

55円／㎏(※)

枠内輸入
（国家貿易（一元輸入））

枠外輸入
（民間貿易）

輸入数量

輸入差益

輸入価格

(45.20円/kgを上限)

※従価税換算値：252％

（注）ＷＴＯ農業交渉（’00～）

において、非従価税の関税
削減幅を決定するために、
基準時（’99-’01）の輸入価格

及び国際価格を基に算出さ
れた数値。

価格
民間購入価格

（一次税率：0円/kg）



大麦

枠数量

 現行の国家貿易制度を維持するとともに、枠外税率（39円/kg）を維持。

 既存のＷＴＯ枠に加え、ＴＰＰ枠を新設（国家貿易・ＳＢＳ方式）。新設枠の数量は、９年目ま

で拡大。

 既存のＷＴＯ枠内の輸入差益（マークアップ）を９年目までに45%削減し、新設するＴＰＰ枠

内のマークアップも同じ水準に設定。

2.5万t

6.5万t

マークアップ

TPP参加国 豪州 カナダ 米国

22.4万t 17.6万t 4.6万t 0.2万t

食糧用大麦(粒)の輸入量(2011～2013平均)

出典：貿易統計

飼料用大麦：

現在は、国家貿易制度により輸入し、政

府管理経費相当のマークアップを徴収（輸

入量約100万㌧）

食糧用への横流れ防止措置を講じた上で

マークアップを徴収しない民間貿易に移行

既存のＷＴＯ枠数量：136.9万ｔ

発効時 ９年目

（輸入価格）

▲45％

発効時 ９年目



大麦

関税率(〔 〕は従価税換算値) 国境措置の概要

一次税率
無税

二次税率
39円/kg
〔256%〕※

○ 枠内
・カレント・アクセス数量（136.9万トン）
・国家貿易（輸入差益の徴収）

○ 枠外
高水準の関税

輸入差益上限
28.60 円/kg

国内生産量 主な生産地（2013年産）

183千㌧
（生産量ｼｪｱ）

栃木県
（23%）

佐賀県
（15%）

福岡県
（10%）

輸入量 主な輸入先国（2013年度）

235千㌧
（輸入量ｼｪｱ）

豪州
（75%）

カナダ
（23%）

米国
（1%）

【国境措置】

（※ＷＴＯ農業交渉上の換算値）

輸入量 主な輸入先国（2013年度）

1,069千㌧
（輸入量ｼｪｱ）

豪州
（70%）

カナダ
（15%）

米国
（10%）

（飼料用）

出典：作物統計

出典：貿易統計

出典：貿易統計

【生産量】

【輸入量】

【価格】

価格の推移（円/kg）

年度 2010 2011 2012 2013 2014

国内価格 43.9 37.8 38.5 39.6 40.8

国際価格 28.2 34.1 31.0 39.3 39.9
国内価格：国内産二条大麦の落札価格（加重平均）（税抜き）。
国際価格：食糧用大麦のCIF平均単価（貿易統計）。

（食糧用）

（注）生産量は、ビール大麦及びはだか麦を含む

○ 大麦は、国民の主要食糧の一つであるとともに、北関東・北九州等の水田転作作物として、我が国の土地利用型農業の重
要な作物であり、一定の国内生産を確保する必要がある。

○ このため、高い二次税率により枠外輸入を抑制するとともに、枠内輸入については国家貿易を通じて国が輸入を一元的に行
うことで、外国産の無秩序な流入を防いでいる。

(2013年度)
904㌧

（カレントアクセス数量は136.9万㌧）

二次税率
39円／㎏（※）

輸入数量

輸入差益

政府売渡価格

輸入価格

(28.60円/kgを上限)

価格

※従価税換算値：256％

（注）ＷＴＯ農業交渉（’00～）におい

て、非従価税の関税削減幅を決
定するために、基準時（’99-’01）の

輸入価格及び国際価格を基に算
出された数値。

（一次税率：0円/kg）

枠内輸入
（国家貿易（一元輸入））

枠外輸入
（民間貿易）



麦芽

 現行の関税割当制度、枠外税率（21.3円/kg）は維持。

 需給動向に連動しない定量の国別枠を新設。

枠数量

関税割当数量

53.3万トン

(2011－2013年度
の3カ年平均）

発効時

国別枠合計
18.9万トン

１１年目

【国別枠数量内訳】

国別枠合計
20.1万トン

需給に応じ変動

現
行
の
関
税
割
当
制
度

新
設

TPP参加国 カナダ 豪州 米国

26.5万t 15.5万t 8.9万t 2.1万t

麦芽の輸入量(2011－2013平均)

出典：貿易統計

いってないもの いったもの 国別枠 計

カナダ 発効時 89千㌧ 発効時 4千㌧ 発効時 93千㌧

豪州 発効時 72千㌧ 発効時 3千㌧ 発効時 75千㌧

米国
発効時 20千㌧ 発効時 0.7千㌧ 発効時 20.7千㌧

6年目 32千㌧ 11年目 1.05千㌧ 11年目 33.05千㌧

計
発効時 181千㌧ 発効時 7.7千㌧ 発効時 188.7千㌧

6年目 193千㌧ 11年目 8.05千㌧ 11年目 201.05千㌧



麦芽

国内生産量 主な生産地（2013年産）

５６千㌧
（生産量ｼｪｱ）

栃木県
（47%）

佐賀県
（17%）

群馬県
（9%）

輸入量 主な輸入先国（2013年度）

５０７千㌧
（輸入量ｼｪｱ）

カナダ
（30%）

英国
（16%）

豪州
（16%）

【生産量（ビール大麦）】 【国境措置】

（※ＷＴＯ農業交渉上の換算値）

出典：農林水産省穀物課調べ

出典：貿易統計

【輸入量（麦芽）】

【価格（麦芽）】

価格の推移（千円/トン）

年度 2010 2011 2012 2013 2014

国内価格 239 244 240 237 238

国際価格 51 50 57 67 69

国内価格：国産麦芽原価（ビール酒造組合調べ）
国際価格：CIF価格（貿易統計における泥炭でくん蒸したもの以外の

平均単価）

関税率(〔 〕は従価税換算値) 国境措置の概要

一次税率
無税

二次税率
21．3円/kg
〔58.9%〕※

○枠内
国産で不足する需要分を関税割当制度により輸入

○枠外
高水準の関税

⃝ 麦芽については、国産麦芽が安定的に実需者に使用されるよう毎年度の国内総需要見込量及び国内生産見込数量を把握
し、国産で不足する需要量のみを関税割当数量（枠内：無税）として設定し、関税割当の枠外については高い二次税率により
枠外輸入を抑制し、安価な外国産の無秩序な流入を防いでいる。

輸入麦芽（関税割当：一次税率 無税）

二次税率

（21.3千円/トン（※））

国

産

麦

芽

(2013年度：50.46万トン）

枠内輸入 枠外輸入

(2013年度：0.28トン）



Ⅱ TPP関連政策の目標

３ 分野別施策展開

（１）農林水産業

①攻めの農林水産業への転換（体質強化対策）

○国際競争力のある産地イノベーションの促進
水田・畑作・野菜・果樹の産地・担い手が創意工夫を活かして地域の強みを活かしたイノ

ベーションを起こすのを支援することにより、農業の国際競争力の強化を図る。

○高品質な我が国農林水産物の輸出等需要フロンティアの開拓

米・牛肉・青果物・茶・林産物・水産物など重点品目の全てで輸出先国の関税が撤廃される
中、高品質な我が国農林水産物の一層の輸出拡大、輸出阻害要因の解消、６次産業化・地産地
消による地域の収益力強化等により、攻めの農林水産業を推進する。

②経営安定・安定供給のための備え（重要５品目関連）

○米
国別枠の輸入量の増加が国産の主食用米の需給及び価格に与える影響を遮断するため、消費

者により鮮度の高い備蓄米を供給する観点も踏まえ、毎年の政府備蓄米の運営を見直し（原則
５年の保管期間を３年程度に短縮）、国別枠の輸入量に相当する国産米を政府が備蓄米として
買い入れる。

○麦

マークアップの引下げやそれに伴う国産麦価格が下落するおそれがある中で、国産麦の安定
供給を図るため、引き続き、経営所得安定対策を着実に実施する。

Ⅳ 政策大綱実現に向けた主要施策

３ 分野別施策展開

（１）農林水産業

①攻めの農林水産業への転換（体質強化対策）

○国際競争力のある産地イノベーションの促進
（産地パワーアップ事業の創設による地域の営農戦略に基づく農業者等が行う高性能な機械・
施設の導入や改植などによる高収益作物・栽培体系への転換、水田の畑地化、畑地・樹園地
の高機能化、新たな国産ブランド品種や生産性向上など戦略的な革新的技術の開発、農林漁
業成長産業化支援機構の更なる活用、製粉工場・製糖工場等の再編整備）

○高品質な我が国農林水産物の輸出等需要フロンティアの開拓

（米・牛肉・青果物・茶・林産物・水産物などの重点品目毎の輸出促進対策、戦略的な動植物
検疫協議、日本発の食品安全管理規格等の策定、産地と外食・中食等が連携した新商品開発、
訪日外国人旅行者への地域農林水産物の販売促進）

○検討の継続項目
（農政新時代に必要な人材力を強化するシステムの整備、生産者の所得向上につながる生産資
材（飼料、機械、肥料など）価格形成の仕組みの見直し、生産者が有利な条件で安定取引を
行うことができる流通・加工の業界構造の確立、真に必要な基盤整備を円滑に行うための土
地改良制度の在り方の見直し、戦略的輸出体制の整備、原料原産地表示、チェックオフ制度
の導入、従前から行っている収入保険制度の導入に向けた検討の継続、農家が安心して飼料
用米に取り組めるよう、食料・農業・農村基本計画に明記された生産努力目標の確実な達成
に向け、生産性を向上させながら、飼料用米を推進するための取組方策、配合飼料価格安定
制度の安定運営のための施策、肉用牛・酪農の生産基盤の強化策の更なる検討、農村地域に
おける農業者の就業構造改善の仕組み）

総合的なTPP関連政策大綱

（平成27年11月25日 TPP総合対策本部決定） ［米・麦関係抜粋］
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